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新公益法人制度に対応して，本会では，次の通り一般社団法人への移行を申請中です。 

 平成 20年 12月 22日  臨時総会において一般社団法人への移行および定款変更の案を決議 
 平成 21年 1月 15日 一般社団法人への移行申請 
 平成 21年 4月 行政庁からの指摘等により申請内容の見直し修正 
 平成 21年 5月 29日 第 53回通常総会において定款変更の案の追加変更を決議 
 平成 22年 3月 24日 第 54回臨時総会において定款変更の案の追加変更を決議 
 

平成 22年 3月 24日開催の第 54回臨時総会以降の行政庁の最終的なチェックにより，再度の追加
変更が生じたため本総会でのご承認をお願いいたします。 

 

今回の定款の追加変更の要点は，次の通りです。詳細は次頁以降をご参照ください。 

（1）第 24条 
  設立時役員が不在となる事態を避けるよう修正した。 

（2）附則 2 
 規定の効力が無いため、別途第 24条を修正して対応した。 

（3）附則 2 
  役員の交替に伴い修正した。 

 

以上 




















